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規約の一部変更及び役員の選任に関するお知らせ 

 

SIA不動産投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日開催の本投資法人役員会において、規

約の一部変更及び役員の選任に関し、平成 27年 5月 14 日に開催予定の本投資法人の第 2 回投資主総会（以

下「本投資主総会」といいます。）に付議することにつき、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせ

いたします。 

なお、下記事項は、本投資主総会での承認可決をもって効力を生じます。 

 

記 

 

1.規約の一部変更の主な内容及び理由 

(1) 平成 26 年 12 月 1 日付で施行された投資信託及び投資法人に関する法律（以下「投信法」と略し

ます。）の改正に関連して、以下のとおり規定の新設及び変更を行うものです。 

① 投資主総会の招集手続きにおける公告の省略を可能とするため、平成 29 年 5月 1日及びその日

以後、遅滞なく、投資主総会を招集し、以降、隔年毎の 5 月 1 日及びその日以後、遅滞なく、

投資主総会を招集する旨の規定を新設するものです。また、これに伴い、上記以外の場合でも、

必要があるときは、随時投資主総会を開催する旨の規定を新設するものです。（変更案第 9 条第

1 項、第 2項関連） 

② 上記①の規定に基づいて定期的に招集される投資主総会において議決権を行使することができ

る投資主を定める基準日の規定を新設するものです。（変更案第 15条第 1項、第 2項関連） 

③ 執行役員及び監督役員の任期について、投信法第 99 条第 2 項の新設及び第 101 条第 2 項の改正

を踏まえ、投資主総会の決議によって、法令で定める限度において、その期間を延長し又は短

縮することを可能とする規定を新設するものです。（変更案第 17 条第 2 項関連） 

④ 投資主との合意による自己投資口の有償取得が可能となったことに伴い、資産運用報酬のうち

運用報酬 3 の算定に際して、本投資法人が保有する自己投資口の口数を発行済投資口数から控

除することを明確化する調整規定を追加するものです。（変更案第 37 条第 1 号③関連） 

(2) 各役員が本投資法人役員会の議長に就任する順序を明確にするための規定を新設し、関連する字

句を修正するものです。（変更案第 20 条第 1 項、第 5 項関連） 

(3) 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則（以下「投信法施行規則」と略します。）が改正され

たことに伴い、資産を主として不動産等資産（投信法施行規則に定めるもののうち規約に記載する

ものをいいます。）に対する投資として運用することを目的とする旨を明確にするために、該当す

る規定を変更するものです。また、これに伴い、関連する字句の修正等を行うものです。（変更案

第 27 条、第 28 条、第 29条関連） 



(4) 投資信託及び投資法人に関する法律施行令の改正により特定資産に該当する資産が追加されたこ

とに伴い、再生可能エネルギー発電設備を本投資法人の投資対象として追加する規定を新設し、関

連する字句を修正するものです。（変更案第 29条第 2項第 7号、第 3 項第 6 号関連） 

(5) 不動産匿名組合出資持分について、より適切な方法及び基準で資産評価を行うため、該当する規

定を変更するものです。（変更案第 33 条第 1 項第 4号関連） 

(6) 投資法人における税会不一致の問題に関して、投信法及び租税特別措置法（昭和 32 年法律第 26

号、その後の改正を含みます。）等の改正に伴い、本投資法人における課税負担の軽減を目的とし

て利益を超えた金銭の分配を行うことが可能となるよう、規定を変更するものです。（変更案第 35

条第 1項第 2号、第 2 項関連） 

(7) 新投資口予約権の発行に関する費用を本投資法人が負担することを明確化するため、該当する規

定を変更するとともに、投信法で定められている新投資口予約権に関する一般事務の委託に関する

規定を整備するものです。（変更案第 39条第 2項第 1 号、第 41条第 3項関連） 

(8) その他、租税特別措置法施行規則の改正に伴い不要となった規定の削除、規定内容の明確化及び

特定の営業期間の終了により不要となった規定の削除等のために、所要の変更を行うものです。 

 

（規約の一部変更の詳細については、添付資料「第 2回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。） 

 

 

2.役員の選任の主な内容 

本投資法人の執行役員 1 名（勝野 浩幸）及び監督役員 1 名（那須 伸裕）から、任期調整のため

平成 27年 5 月 31日をもって辞任したい旨の申し出があり、また、監督役員 1名（片山 典之）から、

平成 27 年 5 月 31 日をもって辞任したい旨の申し出がありましたので、本投資主総会に執行役員 1名

及び監督役員 2 名の選任についての議案を提出いたします。 

また、執行役員若しくは監督役員が欠けた場合又は法令に定める員数を欠くことになる場合に備え

て、補欠執行役員 1名及び補欠監督役員 1 名の選任についての議案を提出いたします。 

 

(1) 執行役員候補者 

 勝野 浩幸（重任） 

(2) 補欠執行役員候補者 

 黒田 武昭（新任） 

(3) 監督役員候補者 

 那須 伸裕（重任） 

滝澤 元 （新任） 

(4) 補欠監督役員候補者 

 鈴木 真 （新任） 

 

（役員の選任の詳細については、添付資料「第 2 回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。） 

 

 

3.日程 

平成 27年 4 月 14日  第 2 回投資主総会提出議案の役員会決議 

平成 27年 4 月 27日  第 2 回投資主総会招集通知の発送（予定） 

平成 27年 5 月 14日  第 2 回投資主総会開催（予定） 

 

以上 

 

＜添付資料＞ 

第 2回投資主総会招集ご通知 

 

※本資料の配布先：兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会 

※本投資法人のホームページアドレス：http://www.sia-reit.com/ 
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